
市内のお店でお買い物！ 

「さがみはら３９キャッシュバックキャンペーン」 

キャンペーン開始日は 10 月 1 日！ 
 

市内の参加事業者（店舗など）で、期間中に合計

１５，０００円以上（複数事業者合算可）の購入等

をした市民の皆さん（先着１０万人）に３,９００円

を還元するさがみはら３９キャッシュバックキャン

ペーンを１０月１日から開始します。 

なお、「さがみはら３９キャッシュバックキャンペ

ーン」の参加事業者については、市ホームページに

掲載（随時更新）しております。 

※参加事業者の募集期間は８月３１日（月）まで。 

 

【さがみはら３９キャッシュバックキャンペーンの概要】 

〇開始日（期間） 

・１０月１日（木）から１１月８日（日）までの３９日間 

  ただし、予算（３．９億円）に到達しだい終了となります。 

終了日については、市ホームページ等で事前に周知いたします。 

 〇対象 

・キャンペーンの対象は、本事業に参加している市内の店舗や事業所などで、キャ

ンペーン期間中に購入等をした市民 

・キャンペーンへの応募は、１人１口までで、申請は１回限り。 

・合計１５，０００円以上（複数事業者合算可）の購入等で、３，９００円を指定

口座へキャッシュバック 

〇対象外となる商品、サービス例 

  ・法令等により対象とすることがふさわしくないもの（たばこ、保険診療 等） 

・換金性が高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、印紙 等） 

・消費喚起に繋がらないと解されるもの（国や地方公共団体等への支払い（税金、

水道料金等）、電気、都市ガス、事業活動に伴う仕入商品等の購入 等） 

 

サンキュー 

令 和 ２ 年 ８ 月 ２ ０ 日 

相 模 原 市 発 表 資 料 

問合せ先 
 
【キャンペーン期間等に関する問い合わせ先】 
新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 
電話 ０４２－８５１－３１９３ 
 
【参加事業者に関する問い合わせ先】 
産業支援課 消費喚起協力金班 
電話 ０４２－７６９－８２４４ 

市ホームページ 


